
（書式１－１－１１－２） 

第三者に包括的に遺贈する場合の遺言書 

 

遺 言 書 

 

遺言者○○○○は、次のとおり遺言する。 

 

第１条 遺言者は、その有する財産の全部を、遺言者の内縁の妻○○○○（昭和

○○年○○月○○日生、住所○○県○○市○○町○○丁目○○番○○号）

に包括して遺贈する。 

第２条 遺言者は、この遺言の執行者として、前記の○○○○を指定する。 

 

平成○○年○○月○○日 

 

○○県○○市○○町○○丁目○○番○○号 

 

遺言者   ○ ○ ○ ○   印 
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解説 

 

包括遺贈には、本例のような遺言者の財産全部を１人の受遺者に遺贈する全

部的包括遺贈と、１人又は数人の受遺者に割合で遺贈する割合的包括遺贈とが

ある。割合的包括遺贈は、「全財産の３分の１を○○○○に包括して遺贈す

る。」、「全財産を○○○○及び○○○○の２人に２分の１ずつの割合で包括し

て遺贈する。」のような遺言となる。 

 「遺言者の所有する財産」とせず、「遺言者の有する財産」としたのは、包

括遺贈の対象財産には、所有権だけでなく賃借権等多様な権利と債務も含まれ

るからである。 

 包括遺贈についても、登記等の対抗要件の具備を容易にするため、遺言執行

者の指定をするのが相当である。 
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